
論文

ベトナムにおけるメディア統制体制の確立と発展

　　　　　　一独立宣言からジュネーヴ協定調印まで一

Establishment　and　development　of　media　control　system　in　Vietnam：From　the　Declaration

of　lndependence　to　the　signing　of　the　Geneva　Agreement

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎　拓海

Summary

　Vietnam　is　current豆y　experiencing　remarkable　economic　deveIopment　as　a　result　of　introducing　the　Doi

Moi　program　at　the　6th　Party　Congress　in　December　l　986．　On　the　other　hand，　In　recent　years，　Vietnam

has　put　in　place　an　Intemet　control　system　to　maintain　the　one－party　dictatorship　of　the　Communist

Party，　violating　f士eedom　of　speech．　The　history　of　media　control　in　Vietnam　began　immediately　after　the

Declaration　of　Independence，　but　the　process　and　control　methods　Ieading　up　to　its　established　have　not

been　studied　in　detaiL　Therefbre，　this　study　reveals　the　birth　of　the丘rst　media　control　system　in　Vietnam．

　This　study　covered　only　one　section　of　modem　Vietnamese　history．　The　period　is　from　September　2，

1945，when　Vietnam　decIared　independence，　to　July　21，1954，　when　the　anti－French　war　ended．　During　this

pe亘od，　printed　matter　was　fbrced　to　pre－apply　and　censor，　and　radio　was　placed　under　state　controL　The

purpose　of　media　control　was　primarily　to　win　independence廿om　France，　but　since　the　2nd　Congress　of

the　Communist　Party　ofVietnam　in　1951，media　control　has　existed　fbr　the　refbml　ofnational　socialism．

はじめに

　本稿の目的はベトナムにおけるメディア統

制のはじまりと、その発展を明らかにするこ

とにある。

　ベトナムでは近年、インターネットに対す

る統制体制が整備された。現在のベトナム共

産党・政府にとって、印刷物やテレビ、ラジ

オといった他のメディアと比較し、個人によ

る情報発信が容易なインターネットは、共産

党の一党独裁体制を崩壊させる可能性のある

脅威という側面を持っている。そのため党・

政府は、2017年に軍にサイバー部隊を新設、

2019年1月1日にサイバーセキュリティ法

を施行し、インターネットを統制下に置こう

としている。現在のベトナムは、1986年12

月の第6回党大会でドイモイ路線の導入を決

定した結果、経済発展の著しい国という印象

が強い。しかしその裏側では、言論の自由が

侵害されているのである。

　「政治とメディァ」、「報道と自由」につい

て考える際、その議論の出発点として言及さ

れることの多い古典に「プレスの自由に関

する4理論（以下、4理論）」［山越2017：59］

がある。これは、1956年にシーバート、ピー

タスン、シュラムのアメリカの研究者の3人

が、古今東西のメディアを分析し、それらを

「権威主義理論」1「自由主義理論」2「社会

的責任理論」3「ソビエト共産主義理論」4の

4つに分類したものである。

　最後のソビエト共産主義理論の根幹には、

マルクスが基礎を作り、レーニンとスターリ

ンが完成させたメディア観がある。このメ

ディァ観では、メディアは社会主義革命の成
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功に導くための道具であると見なされ、党の

統制下で積極的に利用するべきだと考えられ

ていた。

　ベトナム共産党が上記のメディア観を意識

し始めたのは、党8中委でチュオン・チンが

党第一書記長に選出された1941年のことで

あった。そして1943年、チュオン・チンは「ベ

トナム文化綱領」を発表し、ベトナムにおけ

る革命戦略の一環としての文化政策が確立さ

れた。これ以降ベトナムでは、民族独立や南

北統一、社会主義革命の勝利を勝ち取るため、

そして現在では、共産党の一党独裁体制を堅

持するための道具としてメディアが積極的に

利用されている。しかし、その統制方法など

については、ナチス・ドイツやソ連、中国の

それと比較すると詳細に研究されていない。

　そのため本稿はベトナム近代史をいくつか

に区分した場合、その最初の区分に当たる

1945年9月2日のベトナム民主共和国独立

宣言から、1954年7月21日にジュネーヴ協

定が調印され、第一次インドシナ戦争（以下、

抗仏戦争）が終結した期間に焦点を絞り、ベ

トナムにおけるメディア統制体制について検

討する。

1．時代背景の確認とメディア統制の目的

　結論を述べるとベトナムにおけるメディア

統制体制は、1946年12月19日に抗仏戦争

が勃発する以前に確立され、戦時中にいくつ

かの修正・変更が加えられていた。

　しかし、この当時のメディア統制は、現在

のように党の一党独裁体制を維持することを

主たる目的としていなかったと考えられる。

本稿は、ベトナムにおけるメディア統制体制

の確立と発展について論述する前に、その時

代背景を確認し、当時のメディア統制の主た

る目的を明らかにする

　日本の敗戦に乗じ、ホー・チ・ミン率いる

インドシナ共産党を中心としたベトミンは、

1945年8月19日の八月革命で政権を奪取し

た。独立宣言前の8月29日、ホー・チ・ミ

ンを首班とする臨時政府が成立した。臨時政

府には、カトリックや穏健派ナショナリスト

といった共産党系以外の人物らも入閣してい

た。

　その後ベトナムは9月2日に独立を宣言し

たが、日本軍の武装解除を名目に、北部には

中華民国軍が、南部にはイギリス軍が進駐し

た。9月23日、南部にはイギリス軍に代わっ

てフランス軍が入り、ベトナム全域の再植民

地化を狙う状況にあった。

　そうした中、インドシナ共産党の解散が

11月11日に宣言された。これはより広範な

階層をベトミンに取り込むために行われ、代

わりに理論的な研究活動のみを行うインドシ

ナ・マルクス主義研究会が設立された。ただ

しこの宣言は偽りのものであり、1951年に

開催された第2回党大会（2月11－19日）で

インドシナ共産党は、ベトナム労働党への党

名変更と活動の公然化を決定した。つまり、

ベトナムにおけるメディア統制体制は、共産

党の公然活動下で確立されたのではなかっ

た。

　1946年に入ると、1月6日に総選挙が行わ

れた。この総選挙では結果に関わらず、親中

国国民党のベトナム国民党とベトナム革命同

盟会に、一定数の議席を与えることがあらか

じめ決定されていた。3月2日には第1期第

1回国会が開催され、政府閣僚が正式に任命

された。この時も首班はホー・チ・ミンであっ

たが、共産党員だったヴォー・グエン・ザッ

プに代わり、無党派のブイン・トゥック・カ

ンが内務大臣として入閣したことに代表され
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るように、共産党員が全ポストを占めること

はなかった。これらの共産党の行動は、ベト

ナム人民が団結し独立を勝ち取ることを優先

した結果であった。

　1946年はベトナムに正式な政府と国会が

誕生した一方、フランスが再植民地化の動き

を活発化させた年でもあった。前年9月23

日にイギリス軍に代わり南部に軍隊を進駐さ

せたフランスは、1946年1月までに16度線

以南の各要地を占領［米井1999：190］した。

また3月16日に中華民国から警備任務を引

き継ぎ、北部にも軍を展開させた。

　政府閣僚が正式に任命された4日後の3月

6日には、仏越予備協定が調印された。同協

定はホー・チ・ミンを首班とする政府（以下、

ホー・チ・ミン政府）を、フランス連合のイ

ンドシナ連邦を構成する自由国と位置付け、

その領域はコーチシナを除くものと定めてい

た。ホー・チ・ミン政府の主権外とされたコー

チシナでは、3月26日にフランスの塊偏国

家であったコーチシナ共和国臨時政府の樹立

が宣言され、6月1日に正式な政府が発足し

た。

　予備協定調印後、ベトナムとフランスは2

度にわたり交渉の場を設けた。しかし、4月

7日からダラットで行われた会談と、7月6

日からパリ郊外のフォンテーヌブローで行わ

れた会談はいずれも挫折に終わった。特に後

者の会談に参加するためホー・チ・ミンは、

5月31日にベトナムを発ったにもかかわら

ず、9月14日に予備協定の大筋を確認した

暫定協定が調印されたのみに終わった。

　完全な独立を求めていたベトナムにとって

受け入れがたい状況が続いた中、10月28日

から第1期第2回国会が開催された。北部か

ら中華民国軍が撤退後、親中国国民党系の国

会議員らは、ホー・チ・ミン政府への協力を

拒み中国に亡命した。そのため、全議員が出

席したのではなかったが、この国会の最終日

であった11月9日にベトナム初の憲法（以下、

46年憲法）が採択された。その内容は国民

の財産所有権の保証を規定していた第12条

に代表されるように、共産主義的な要素が排

除され、ブルジョア民主主義的［白石1993：

39］なものであった。また第10条では、言論・

出版・結社・集会・通信・居住・往来の自由

が規定されていた゜。

　1946年11月20日、仏越両国はハイフォ

ン港で武力衝突し、最終的にフランス側はハ

イフォンに艦砲射撃を加えた。そして12月

19日に、抗仏戦争が勃発した。戦争勃発に

対しベトナムは、12月20日の防衛委員会組

織に関する第1号命令の発令6、政府機関の

ベトバック移転、ゲリラ戦をもって徹底抗戦

の構えを見せた。

　つまり、ベトナムにおけるメディア統制体

制は、フランスからの完全独立が最優先され

た時期に確立されたのであった。この時期の

共産党は地下活動を余儀なくされ、国家運営

や憲法に非共産党の意向を受け入れざるを得

なかった。それは、共産党による全権力の未

掌握を意味する。このことから、当時のメディ

ア統制体制は、現在のように共産党の一党独

裁体制の維持を目的としたものではなく、主

としてフランスからの独立を勝ち取るために

整備されたものであったと考えられる。

　1947年9月からフランスはベトバックの

制圧を試みるも、ベトナムはこれを撃退した。

ベトバック戦役と呼ばれるこの戦い以降もベ

トナムは勝利を重ねていったが、その一方で

軍隊の練度や設備の不足により多くの損害を

被っていた。それらの情勢が好転したのは

1950年であった。この年、ホー・チ・ミン

政府はソ連と前年10月1日に誕生した中華
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人民共和国と国交を樹立した。二大社会主義

国との国交樹立は、ベトナムに独立国家とい

う国際的な地位と武器の援助をもたらし、フ

ランスからの独立戦争を有利にした。こうし

た国際情勢と戦況の好転があった後の1951

年、インドシナ共産党第2回大会が開催され

た。

　先述の通りこの党大会では、ベトナム労

働党への党名変更と活動の公然化が決定さ

れた。また第2期党中央委員会が選出され、

ホー・チ・ミンが新設の党主席に、チュオ

ン・チンが党総書記に再任した。さらにこの

大会では、党機関紙『ニャンザン（人民＝

Nhan　D合n）』の発行が定められ［金2006：47］

、1949年7月14日に署名された小作料の

25％引き下げに関する第78号命令（S8c　lenh

s678）1をはじめとした一連の土地改革の中

で、情勢不適合性が徐々に明らかとなって

いった46年憲法に代わる「真正の人民民主

主義憲法」を制定する方針が掲げられた［鮎

京1993：93］。すなわち党は、完全独立を勝

ち取ることだけではなく、国家の社会主義改

造をも視野に入れ始めたのであった。

　そして1954年、ディエン・ビエン・フー

の戦いでフランス軍に決定的な敗北を与えた

結果、ジュネーヴ協定が調印され、抗仏戦争

は終結した。

2．参考資料『官報』について

　本稿は、抗仏戦争の期間にベトナムが発行

していた官報を参考にした部分が大きい。そ

のため、この官報についていくつかの点を確

認しておく。

　1945年8月31日、ホアン・ミン・ザム内

務省官房長（D6ng　IY　van　phδng）は内務大臣

代理として8、インドシナ総督府が発行して

いた官報を廃止し、新たに『ベトナム国民

官報（vaet　Na〃i　Dtin　qu6c　C6ng　bdo．以下、官

報）』を発行する決定に署名した［Viet　Nam

Dan　quδc　C6ng　b60　s611945／9／291。この決定

は前日の30日に、同じくホアン・ミン・ザ

ムが署名したインドシナ総督府の各組織の廃

止と、それらをベトナム臨時政府に併合する

決定に基づくものであった。

　31日の決定では、総督府発行の官報の廃

止日と『官報』の発行日について、明確な日

付は明記されず、「9月1日以降」と定めら

れていた。また『官報』の価格に関しても、

後程公布するとされていた。このように詳細

が決定されていない部分もあったが、31日

の時点で次のことが決定していた。例えば内

務省が『官報』の印刷と北・中・南部の役所

へ発行する責任を負うこと、『官報』には国

民に知らせる必要がある法律や政府の命令、

各省庁と北・中・南部行政決定を掲載しなく

てはならないことである。

　しかし、多くの命令や決定が出されるよう

になると、重要度が低いものや逆に軍事に関

連する命令や決定は、『官報』に掲載されな

くなった。仮にそれらが掲載されたとしても、

署名されてから期間が空いた後に行われた。

また、全文の掲載は行われなかった9。

　『官報」の第1号が発行されたのは、ホアン・

ミン・ザムの署名から約1ヶ月後の9月29

日であった。発行に時間を要した理由として

は2つ考えられる。1つ目は、当時のベトナ

ムが政治的に混乱していたことである。先述

の通り、当時のベトナムには、日本軍の武装

解除を名目に、北部には中華民国軍が、南部

にはイギリス軍が進駐していた。9月23日、

南部にはイギリス軍に代わってフランス軍が

入っていた。

　2つ目は、印刷機材が不足していたことで
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ある。しかしこの問題は、ホアン・ミン・ザ

ムが9月11日にラ・アクション印刷所を接

収する内務省決定に署名したこと［V7iet」Nam

D伽qu6cC6ηgb60s6H945／9／291で照決した

と考えられる10。『官報』の印刷が、ラ・ア

クション印刷所で行われていたのかは不明だ

が、『官報』は第1号発行以降、休刊するこ

となく定期的に発行されていた。つまり、印

刷機材などの確保に時間を要したが、それら

を確保した後は安定して印刷が行われていた

と考えられる。

　10月3日には、『官報』の運営組織などが

確立された。この日ホー・チ・ミンが、廃

止したインドシナ総督府の各機関の権限の

移譲先を規定した第41号命令に署名した

のであるIViξt∧Nam　Dan　quδc　C6ng　bdo　s6　4

1945／10レt20］ll。この命令によると、公文書室

官報委員会（Ban　C6ng　bao　cロa　phδng　C6ng

van）の全権が内務省に移譲された。これに

より、内務省による『官報jの管理体制が確

立された。

　『官報』は定期的に発行されていたと先述

したが、詳しくは、毎週土曜日の発行だった。

しかし、この発行間隔は、1946年第47号（11

月23日発行）を最後に、変更を余儀なくさ

れた。独立を容認しないフランスとの対立が

激化したためである。12月19日に抗仏戦争

が勃発すると、政府機関はハノイからベト

バックに移転した。これに伴い、『官報』の

機関もベトバックに移転し、さらに発行間隔

を1947年1月から、毎月15日の月1回発行

に変更した。またベトバック移転後に発行さ

れた『官報』は、十分な印刷機材がなかった

のか、印刷の質が悪かったことが指摘できる。

　1950年7月10日、ファン・ヴァン・ド

ン副首相は、『官報』の名称変更に関する第

31号決定（Nghi　Dinh　s6　31－TTg）に署名した

tc6ng　b60　nw6c　Viξt　Nam　Dan　c加Cφng　 hδa　

s6

8　1950／7／15］。この決定により、7月15日発

行の『官報」から正式名称が、『ベトナム民

主共和国官報（C6ng　b60　ntt6c　VTiξt」Nam　1）din

chab　C6ng　hba）」に変更された12。また同決定

では、首相府が『官報』の出版と発行の責務

を負うと明記されていた。

3．印刷物の統制体制の確立と発展過程

　ベトナムの印刷物に対する統制体制は、新

聞に対するものと新聞以外の印刷物に対する

ものの2つから成立していた。そのうち、最

初に完成したのは、新聞に対する統制体制で

あった。ベトナムが新聞に対する統制体制を

明確に確立させたのは、仏越予備協定調印後

の1946年3月29日のことであった。この日

ホー・チ・ミンが、14の条項から成る報道

に関する第41号命令（Stic　lenh　s6・41）に署

名したのである［vaξt　Nαm　Dan　qu6c　C6ng　bdo

s6　13　1946，／3／30］。しかし、1945年9月2日に

独立を宣言してから、第41号命令が署名さ

れるまでの期間の新聞は、自由に発行されて

いたと断言することはできない。

　何故なら当時の臨時政府は、インドシナ総

督府のメディア統制体制を受け継いでいたた

めである。総督府の各機関が持っていた権限

の委譲先を規定した1945年の第41号命令に

よると、検閲を司っていた機関であろう情報・

新聞・宣伝・検閲局（S6　Th6ng　tin，　Bao　chf，

Tuyen　truyen　va　Kiem　duyet）の全権は、宣伝

情報省（BO　Th6ng　tin　va　Tuyen　tuyさn）13に移

譲されている［Viet∧Nam　Dan　gu6c　C6ng　bdo　s6

41945／10／20］o

　また新聞を発行するには、申請が必要だっ

た。1945年9月19日、ベトミンによって整

備された団体である救国文化協会の執行委員

14
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会委員長のグエン・デイン・ティが、新聞の

発行に関する新しい条例に基づき、ハノイ

で英・仏字新聞『共和国（The　Reρubiic／La

Republique）』紙を、それぞれ週2回発行する

ことを申請した［vaet　Nam　D6n　gu∂c　C6ng　bdo

∫621945／70／6］。この申請に宣伝情報省が賛

成し、内務省が9月28日に発行許可を与えた。

『官報』によると、これ以降も内務省は第41

号命令署名までに、同様の新聞・雑誌発行許

可を113の個人と組織に与えている。その中

には、国家教育省やハノイ郊外人民委員会

（Uy　ban　Nhan　dan　Ngoai　thanh　Ha　nOi）　といっ

た公的機関などと共に、フランス人も含まれ

ていた。

　ベトナム現代史を専門とする栗原による

と、1954年から1956年のベトナムでは、私

的な出版活動が許容され［栗原1988：5］てい

た。事前に申請する必要があったとはいえ、

外国人にも出版許可を与えていた点を鑑みる

と、この時点でも私的な出版活動は許容され

ていたと考えられる。

　しかし、確認が可能な範囲では、発行許可

決定の条文の数が増減することはなかった

が、その規定の細かな内容が二転三転してい

た14。発行許可決定の第2条は、新聞の納入

を規定したものであった。9月28日の決定

では、新聞を発行する度に、3部を内務省新

聞事務局（Van　ph6ng　Bao　chf　BO　NOiΨ）に

納入することを規定していた。ところが、内

務省が26の個人にそれぞれ許可を与えた10

月8日の決定では、納入部数と納入先が変

更されていた［Met　Nam　Dan　qu6c　C6ng　bdo　s6

61945／10／27］。この日の決定によると、納入

する部数は2部に減っていたが、内務省新聞

事務局以外に、宣伝情報省新聞事務局（van

phbng　Bao　chi　BO　Tuyen　truyen　va　C6　dOng）と、

ハノイの北部宣伝情報・新聞委員会（Uy　ban

Th6ng　tin，　Tuyen　tmyen　va　Bao　chi　Bac　bO）　に

もそれぞれ2部、合計6部の納入を規定して

いた。

　発行許可の取り消しを規定していた第3条

にも変更があった。9月28日の決定によると、

発行許可の取り消しは、新聞が発行を停止す

ると通達してから6ヶ月経った場合、または

如何なる理由があろうと、6ヶ月の間停刊し

ていた場合だと規定されていた。しかし、10

月8日の決定では、発行許可の取り消しは、

新聞が発行を停止すると通達してから3ヶ月

経った場合、または如何なる理由があろうと、

3ヶ月の間停刊していた場合だと規定されて

いた。

　この他に、発行許可を下した責任の所在を

定めていた第4条も変更されていた。9月28

日の決定では、内務省官房長のみが責任を負

うと規定されていた。ところが10月8日の

決定では、北部宣伝情報・新聞委員にも、そ

の責任があるとされていた。

　10月8日以降、第2条と第4条の条文に

変更はなかったが、第3条、つまり発行許可

の取り消しについては、その内容が幾度も修

正された。

　つまり、新聞に関する条例はあったが、そ

の規定は一貫したものではなかったのであ

る。一貫した規定を持たない制度をもって、

体制が確立されていたと断言するのは難し

い。また、その条例が新聞の統制を目的とし

ていたとことを示す資料が不足している。そ

のため筆者は、一連の新聞発行許可決定を根

拠として、ベトナムが新聞の統制体制を確立

させたとは判断しない。

　補足だが、1946年1月31日に、印刷物の

納入を規定した第18号命令（Sitc　lenh　s618）

が署名されている［vaet　Nam　Dan　qu6c　C6ng

bdo・s6・9・1946／3／7］。しかしこの命令は、新聞
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を含む印刷物をはじめとした文化物を、全

国文化物保管局（S6　Luu　chieu　Vatl　h6a　ph盒m

Toan　qu6c）に保管するために定められたも

のであった。

　その一方、ベトナムが第41号命令によっ

て、新聞に対する統制体制を確立させたと断

定するのは容易である。なぜなら、同命令は

検閲の実施を明文化していたためである。

　その第5条によると新聞は、地方検閲局（Ty

ki6m　duyet　c5p　ky）15による検閲後に発行され

ると規定されていた。また、検閲に不服があ

る場合、新聞の編集長または、管理者は、検

閲評議会（H6i　dδng　Kiさm　duyet）16　eこ申し立

てが可能であると、その第6条は規定してい

た。同評議会は、新聞の編集長・管理者から

の申し立ての対処の他に、内務大臣に検閲制

度に関する提案を行うことを目的に設けられ

ていた。

　また第41号命令は、罰則をもってこの命

令を遵守させようとしていた。主な罰則内容

は罰金であったが、新聞の没収や印刷所を閉

鎖できるといった重い罰も含まれていた。

　重い罰則が設けられていたのは、第2条と

第5条に違反した場合であった。第5条は上

記の通り、発行前の検閲を規定した条項で

あった。第2条は、全ての新聞は、地方行政

委員会（Oy　ban　Hanh　chinh　KY）が、発行許可

を下した48時間後に発行が可能であること

を規定していた。

　また第2条は、新聞の発行を申請する際に

記載する項目を規定していた。それらは、a）

新聞名と発行周期、b）管理者と責任者の氏名、

年齢、住所、c）印刷所と印刷場所の3点であっ

た。その3点に変更があった場合、aとbは

変更の48時間前に、cは変更後、48時間以

内に地区行政委員会に申請する必要があっ

た。変更届を受理した地方行政委員会は、変

更届出人と内務省に、変更届出証明書を発行

すると明記されていた。

　すなわち、地方行政委員会に申請を行わず

に新聞を発行した場合、または地方検閲局の

検閲なしに新聞を発行した場合、新聞の没収

や印刷所を閉鎖できた訳である。再犯した場

合、新聞の編集長、管理者、印刷所長は連帯

責任で、5000～1万ドンの罰金を支払わな

ければならないとも規定されていた。

　その一方で、第3条と第4条に違反した場

合の罰則は、罰金のみであった。第3条は新

聞社の管理者の設置を規定していた条項で、

新聞社は必ず公民権を持つ21歳以上の管理

者を1人設置することを求めていた。また、

新聞に管理者の氏名、印刷所の名前・住所を

記載する必要があるとも規定していた。第4

条は、新聞の納入に関する内容であった。発

行前に新聞を検閲局（Ty　Ki6m　duyet）、発行

場所の検事室（Ph6ng　Biξn　ly’）、内務省新聞

局（Ph6ng　Bao　chi　BO　N6i　yp）、公文書保管所

（nha　1皿i　trtt　c6ng　vtin）に、それぞれ2部納入

することを規定していた。

　すなわち、管理者を設置せずに新聞を発行

した場合、または第4条で定められた場所に

新聞を納入せずに発行した場合、罰金の支払

いを命じていたのである。しかし、その金額

は10～100ドンと、第2条と第5条に違反

した場合よりも少額かつ、罰金以外の罰則は

設けられていなかった。

　第41号命令は、同命令署名以前から発行

されていた新聞の編集長に対し、第2条で定

められた方法で発行許可を申請しなければな

らないことと、同命令に反する命令の廃止も

規定していた。つまり、一貫性のある規定が

打ち出された訳である。

　第41号命令が本格的に始動したのは、検

閲評議会の議員を指名した第120号内務大臣
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決定（Nghl　dinh　s6120　cUa　BO　tmCmg　BO　NOi

vμ）が署名された4月18日以降だったと考

えられる［Viet」Nam　Dan　qu6c　C6ng　bdo∫s6　17

1946ンt4ンt27］。1946年8月1日と29日に発行

された『国のため（Vi　Nu6c）』紙には、それ

ぞれ数十行が削除された記事を掲載していた

YI2「Ti　Nπdc　s61661946／8／1；s61861946／S／29X。

　また1946年3月29日以降、内務大臣が

新聞の停刊を命じることもあった。停刊決

定が最初に下されたのは、4月6日のこと

であった［vaet　IVam　Din　quδc　C6ng　bdo　s616

1946／4ン20］。この時、3日間（4月8～10日）

の停刊を言い渡されたのは、『国のため』紙

だった。同紙は7月4日に再び2日間（7月

5～6日）の停刊を言い渡された［晦τ」W〃1

Dtin　qu6c　C6ng　bdo　s6281946／7／1　3］他　に、7

月20日に『救国（C白uQu6c）』紙が1日（7

月22日）の停刊［Viet　Nam　D6n　qu6c　C6ng　bdo

s6　311946／8／3］を、8月30日に『国家（Qu△c

Gia）』紙が1日（8月31日）の停刊悟ετ

NαmDan　qu6c　c6ng　b60　s6371946／9AAをそ

れぞれ命じられている。

　『官報』によると、4月6日、7月20日、8

月30日の決定は、各紙が「北部検閲局を害

した」ためと説明していた。他方で7月4日

の決定は、6月26日に発行された同紙が報

道条例に履行していなかったためと説明され

ていた。しかし、『官報』に掲載されていた

決定は、いずれも抜粋文のみであったため、

詳細は不明である。不明な点もあるが、この

時期のベトナムは、新聞を統制下に置いてい

たことが窺える。

　次に、ベトナムの印刷物に対する統制体制

を支えていたもう1つについて検討する。す

なわち、新聞以外の印刷物に対する統制体制

である。

　書籍に対する統制が行われていた例として

は、1946年5月9日、ブイン・トゥック・

カン内務大臣が、医師のグエン・バックの著

書『1945年3月9日のフランス軍抗戦記（9－

3－45　Truy（≡n　Kh6ng　ckien　caba　gu6n　dφi　Phdp）』

（ハノイ国際出版社発行）の全国的な流通禁

止を命じた第138号内務大臣決定（Nghi　dinh

s6138　cUa　BO　trtrdng　BQ　NOi　v．u）がある［η吉

Nam　Dan　quδc　Cδng　bdo　sδ201946／5／181。　し

かし、これのみをもって統制体制が確立して

いたとは言い難い。またこの決定は、現行の

印刷物出版および書籍の発行条例に基づくも

のであるとされていたが、その内容は資料の

制約上、不明である。

　新聞以外の印刷物に対する統制体制が明確

に確立したのは、1946年8月20日のことで

あった。この日、フランスとの交渉のためベ

トナムを離れていたホー・チ・ミンに代わ

り、ブイン・トゥック・カン内務大臣が主席

代理として、販売や発表する意志の有無に関

わらず、あらゆる方法で印刷される書籍、絵

画、楽譜、地図、写真、広告などの印刷物

に関する第159号命令（Sac　lenh　s6159）に

署名した［Viet　Nam　Ddin　qu6c　C6ng　b60　s636

1946ン9／7］。

　その第1条は検閲のために出版社、印刷所、

著者に対し、原稿2部と氏名、年齢、住所、

職業が記載された発行申請書を地方検閲局に

提出することを規定していた。それらを受け

取った地方検閲局が行うべきことは、第2条

に規定されていた。第2条によると地方検閲

局は、受け取った原稿を30日以内に検閲し、

印刷の許可・不許可に関わらず、提出者に原

稿1部の返却と、印刷許可を与えるか否かの

返答を行う必要があった。

　また第7条は、命令を違反した際の罰則を

規定していた。その内容は、第41号命令が

規定していた罰則と比較すると、厳しい規定
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だった。例えば、検閲を受けずに印刷を行っ

た場合、すなわち第1条に違反した場合、第

41号命令の規定と同様に、印刷物の没収や

出版社、印刷所、販売所の閉鎖が規定されて

いた。それに加え、内務大臣がその印刷物の

流通禁止を命じることも可能とされていた。

これは、先述した第138号内務大臣決定を

ベースにしたものだったと考えられる。

　同様の罰則は、第3条（印刷許可を得た証

拠として、許可日と許可番号を印刷物の末尾

に記すことと、再版する場合には、改めて検

閲を通す必要があること）、第4条（印刷物

を出版する48時間前にそれを2部、地方検

閲局に納入すること）、第6条（印刷許可を

与えた地方検閲局の管轄外、つまり別の地方

検閲局の管轄で印刷物を印刷する際には、事

前にその地方検閲局に許可証を提出するこ

と）に違反した場合にも適応された。

　この他にも第7条は、無許可または、没収・

流通が禁止された印刷物を出版、印刷、販売

した人物と、流通禁止印刷物の配布者と所有

者に罰金（前者は500～5000ドン、後者は

100～1000ドン）を科していた。すなわち、

第41号命令の規定よりも罰則対象者が拡大

され、罰金額も増加していたことになる。

　以上のことを総括すると、ベトナムの印刷

物統制体制について次のことがいえる。第

41号命令と第159号命令という2つの柱が

支えていたこの体制の統制方法は、多少の相

違はあったが、事前申請と検閲だった。そし

て印刷物統制の責任は、内務省にあった。し

かし、内務省は検閲を実施した際に起きた問

題の対処などを行うのみで、新聞の発行に関

わる情報の収集、検閲といった業務は、下部

機関が執り行っていた。

　フランスとの戦争が勃発すると、この統

制体制に修正が加えられた。1947年2月3

日、ホー・チ・ミンは第12号命令（S5c　lenh

s612）に署名した17。この命令は、第41号

と第159号、そして1946年12月20日に署

名された防衛委員会組織に関する第1号命令

（Stic　lenh　s6　1）に基づき策定された。

　第12号命令の第1条は、新聞と書籍は、

地方検閲局の承認後に印刷・発行されること

を改めて規定していた。さらに、地方検閲局

が行うべき新たな業務を規定していた。それ

は、新聞の発行される各省への人員の派遣で

あった。派遣された人員は、新聞の検閲を行

うとされていた。

　第2条は、第159号命令が適用される印刷

物の検閲について規定していた。第2条によ

ると、それらの印刷物の検閲は、地区抗戦委

員会（UY　ban　Khang　chien　Khu）の業務であっ

た。地区抗戦委員会は、印刷物が発行される

各省に人員を派遣し、印刷物の検閲を行うと

あった。

　つまりこの命令は、国土が戦場になった状

況下でも、印刷物に対する検閲を確実に実行

するために策定されたといえる。戦時に即し

た修正を加えられた一方、第12号命令は全

国的な印刷物の流通を拡大させようとする側

面も持っていた。

　第159号命令の第6条によると、許可を得

た地方検閲局の管轄外で、印刷物の印刷や発

行を行うのは容易ではなかった。しかし第

12号命令の第3条では、その手続きの省略

を規定していた。それによると、抗戦委員会

が印刷許可を与えた印刷物は、他の地区でも

流通が可能であった。また第4条は、地区抗

戦委員会が印刷を許可しない場合、作者また

は印刷者は地方検閲局に申し立てが可能だと

規定していた。

　第41号命令と第159号命令からの変更点

について整理すると、次の2点が指摘できる。
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　1点目は、印刷・発行許可の付与や検閲を

行う機関の変更である。第41号命令では、

新聞を発行するには地方行政委員会に申請

し、地方検閲局の検閲後に発行されると規定

されていた。しかし、第12号命令では、地

方検閲局が印刷・発行の許可から、検閲まで

担っていた。

　新聞以外の印刷物は、第159号命令の規定

によると、地方検閲局が申請から検閲までを

担っていた。しかし、第12号命令では、地

方検閲局は書籍の印刷・発行許可と検閲を行

うのみで、その他の印刷物は、地区抗戦委員

会が検閲を行うと規定されていた。また、地

方検閲局や地区抗戦委員会の人員が各省に派

遣されることが規定されたため、印刷物の発

行される省での検閲が可能になったという変

更点もある。

　2点目は、印刷物の全国流通が容易になっ

た点である。これは印刷物に対する統制より

も、情報戦による勝利を優先した結果である

と考えられる。

　第12号命令以降、印刷物の統制体制は、

1956年12月14日にホー・チ・ミンが署名

した第282号命令（Sac　lenh　s6　2S2）まで、大

きな修正や規定の追加は行われなかった18。

つまり、抗仏戦争期の統制体制は、第41号

命令と第159号命令によって確立し、第12

号命令が戦時に適した修正を行ったもので

あった。

　統制体制の確立までの流れを確認しよう。

ベトナムの印刷物に対する統制体制は、新聞

の統制を規定した第41号命令と、それ以外

の印刷物の統制を規定した第159号命令の2

つによって基礎が築かれた。両命令は、印刷

物を印刷・発行する前に申請することと、検

閲を受けた後に印刷物が発行されることを規

定していた。この2つの命令が支えていた統

制体制は、一党独裁体制を堅持するためのも

のではなく、独立を勝ち取るために確立され

たと考えられる。

　抗仏戦争が勃発すると、上記の2つの命令

のみでは印刷物の統制が困難であるため、第

12号命令が策定され、より戦時下に適した

統制体制となった。この体制は、抗仏戦争の

終結後もしばらく続いた。

4．ラジオの統制体制の確立と発展過程

　次に、当時のベトナムのもう一つの重要な

メディアであったラジオの統制体制の確立と

発展について検討していく。

　ラジオの統制体制は、インドシナ共産党の

解散が宣言された11日後に確立した。印刷

物の統制体制確立と比較し、早期に確立した

理由としては、ホー・チ・ミンが早急な国営

放送局の設立を望み、9月7日にハノイから

初放送が行われたことが考えられる。

　八月革命でハノイの実権を握ったベトミン

にとって、メディアを革命に利用することは

急務であった。しかし当時のベトナムの識字

率は低くかったため、ボー・チ・ミンはヴォー・

グエン・ザップ内務大臣とチャン・ブイ・リ

エウ宣伝情報大臣に、メディアを革命に利用

すること、特に国営放送局の早期設立を命令

した［Dai　Tieng　N6i　Viet　Nam　2015：16］。

　国営放送局の設立指揮は、北部暫定革命委

員会（Uy　ban　Cach　mang　LAm　thdi　B5c　BO）の

宣伝・情報担当であったスアン・トゥイに任

された。8月22日からスアン・トゥイは、チャ

ン・キム・スエン、チャン・ラム、チュー・ヴァ

ン・ティックらと共に国営放送局設立の準備

を始め、9月4日に完了させた。準備完了の

翌日に開かれた放送局員会議では、公式初放

送を9月7日に行うこと、「Dai　Tieng　n6i　Viet
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Nam（以下、　VOV19）」を放送局の正式名称

とすることなどが決定された。会議の決定通

り7日に初放送は行われ、15日からは、英

語とフランス語による放送も開始された［Dai

Tieng　N6i　Viet　Nam　2015：27］。

　このようにVOVは八月革命直後から設立

の準備がなされ、設立後はすぐにグローバル

に展開していた。その法的地位を明確化させ

たのは、11月21日にホー・チ・ミンが署名

した第61号命令（S5c　lenh　s6　61）であった［庖’

Na〃11）dn　gu6c　Cδng　bdo　s6121945／12／1］20。　こ

の命令は電信部（Sσ　V6　tUy6n　Dien）の国防

省への編入と、宣伝と情報を司る各管理機関

の組織機構について規定していた。それによ

るとVOVは、設立の貢献者の1人であるチャ

ン・ラムを総裁とする宣伝情報省所属の機関

だと規定されていた［Dai　Ti6ng　N6i　Viet　Nam

2015：326］21。ここにラジオを国営として統制

するとこが明確に示されたのであった。所属

は宣伝情報省であったが、その技術的な運営

の一部には国防省の情報局（Cvc　Th6ng　tin）

も携わっていた［Dai　Tieng　N6i　Viξt　Nam　2015

：326］。またVOVの任務は、ベトナム民主

共和国の宣伝・情報発信、特に情報収集と

諜報活動であると規定された［Dai　Ti6ng　N6i

Viet　Nam　2015：326］。

　この時期のベトナムでは、明確な体制が確

立していなかったとはいえ、内務省が新聞を

統制していた一方、ラジオは宣伝情報省が統

制していたのである。すなわち分業体制だっ

たと評価できるが、それは抗仏戦争期を通じ

て行われた訳ではなかった。

　1946年5月3日にホー・チ・ミンが署名

した第58号命令により、国内の情報収集

とその広報を行う宣伝情報総局（Nha　Tδng

giam　d6c　Th6ng　tin　Tuyen　tmyen）が、内務省

に設置された［vaξt　Nam　Ddn　gu6c　c6ng　bdo　sδ

191946Z5／11］22。13日には、　ブイン・トゥッ

ク・カン内務大臣が第145号内務大臣決定

に署名した［Viet　Nam　Dan　qu6c　C6ng　bdio　sδ　21

1946ン5ン25］。それらの決定により、VOVは内

務省宣伝情報総局が管轄する機関であると規

定された。

　宣伝情報総局による管轄は、1954年8月

に宣伝省（BO　Tuyen　truyen）が設立されるま

で続いた。しかし同総局は設立以降、数回に

および名称や所属先を変更した。その詳細は

省略するがB、大きな変更としては、第2回

党大会後の1951年7月10日に所属先が内務

省から首相府に変更されたことが挙げられ

る。またその翌年4月20日に再び所属先を

変更し、さらに組織を改編された結果、政府

直属の宣伝文芸局となった。つまり抗仏戦争

終盤、VOVは政府直属機関である宣伝文芸

局が管轄する放送局という地位にあったので

ある。

　またVOVは、1951年までに新たな放送局

を3つ開設した。最初に開設されたのは、南

部中央委・政府代表のファン・ヴァン・ドン

が設立を指揮し、1946年6月1日にクアン

ガイ省から初放送を行った「南部の声」放

送（Dai　Tiξng　n6i　Nam　BpA）であった24。同

放送局は1947年10月7日から1948年1月

31日の期間、ハノイからベトバックに移転

したvovの代わりに放送を行っていた［Dai

Tieng　N6i　Viet　Nam　2015：39；329－330］。1947

年12月1日には、「南部抗戦の声」放送（Dai

Ti6ng　n6i　Nam　BO　Khdng　chi6n）がタンアン省as

に、1951年1月25日には「サイゴン・チョ

ロン」自由放送局（Dai　Phat　thanh　Sai　G△n－

Chq　Ldn　Tv　do）が、サイゴン近郊のトゥー

ザウモットにそれぞれ設立された［Dai　Tieng

N6i　Viet　Nam　2015：39；329－330］。これらの放

送局は、より広く政府の考えを全国に浸透さ
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せるために設立されたものであった。

　改めてラジオの統制について確認しよう。

ベトナムは国営という手法をもってラジオを

統制していた。当初は宣伝情報省がラジオ統

制の責務を負っていたが、第145号内務大臣

決定により、内務省がその統制を担うように

なった。しかし抗仏戦争終盤から、管理する

先が首相府、政府直属機関へと変わっていっ

た。

おわりに

　ベトナムにおいてメディアを統制するとい

う枠組みは、独立間もない頃に確立し、それ

は現在も続いている。しかし、ベトナムを取

り巻く情勢によって、メディアを統制する目

的や手法は異なっていたといえる。

　ベトナムにおけるメディア統制体制は、完

全独立を勝ち取ることを目的として誕生し

た。しかし、この抗仏戦争期を通じてこの目

的のためにメディアが統制を受けてきたので

はないと考えられる。

　国際情勢と戦況が好転した結果、1951年

に第2回党大会が開催された。実に16年ぶ

りに開催された党大会の後、VOVを管轄す

る内務省情報局asは首相府の直属機関とな

り、翌1952年には、政府直属の宣伝文芸局

となった。この所属の変更や組織の再編は、

1947年の第12号命令のように、メディア統

制体制を戦時に即したものに修正したと考え

るのではなく、国家の社会主義改造を推進し

ていくため、ラジオの統制体制を修正したと

考えるのが自然であろう。事実1954年8月

にVOVの管轄が、政府直属の宣伝文芸局か

ら宣伝省に変更された時、VOVの任務もそ

れまでのような国家の宣伝・情報発信から、

党と政府の宣伝報道に変更されている［Dai

Tieng　N6i　Viet　Nam　2015：331］。

　1948年に開催された第2回全国文化大会

では、チュオン・チンが「マルクス主義とベ

トナム文化」と題する報告を行い、抗仏戦争

期に見合った文化政策が明らかにされた。ま

た1950年7月10日に署名された第31号決

定により、首相府が『官報』の出版と発行の

責任を負うことになったのを鑑みると、党は

第2回党大会以前にメディアに対する認識を

変更していた可能性もある。

　ともかく、抗仏戦争期間のベトナムにおけ

るメディア統制体制は、一貫した目的のため

にあったのではなかった。印刷物の統制体

制は、戦時に即した修正が戦争勃発直後の

1947年に加えられたものの、一貫してフラ

ンスからの完全独立を勝ち取るためのもので

あった。その一方でラジオの統制体制は、国

際情勢と戦況が好転したことにより、第2回

党大会が開催された1951年以降、完全独立

を勝ち取るためのものから、国家の社会主義

改造のためにあるという色合いを強めたので

あった。

　また、メディアを統制する一方で党・政府

は、印刷物を流通させるための手続きの簡略

化や放送局を新たに新設し、メディアの流通

を拡大させようとしていた点についても留意

すべき点である。

　ベトナムを取り巻く情勢は、抗仏戦争終結

後も長らく安定しなかった。それは東西冷戦

や中ソ対立の世界情勢下、ベトナムが全土の

統一や社会主義改造を推し進めた結果ともい

える。南北が統一された1975年以降も、ポル・

ポト率いるカンボジアとそれを支援する中国

との武力衝突、南部における社会主義改造政

策の失敗による社会の停滞、最大の支援国で

あったソ連の崩壊など混乱が続いた。この混

乱の中、メディア統制もメディアを統制する
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目的や手法を幾度も修正・変更させたと考え

られる。

　抗仏戦争期以降のベトナムにおけるメディ

ア統制体制の変遷については、今後の研究課

題としていきたい。また資料の制約上、抗仏

戦争期のメディアに課せられていた禁止事項

を詳細に論述することができなかったため、

これもまた課題であると考えている。
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21］を報道機関の主目的とする理論。

3抗争を討論のレベルに引き上げること

［シーバート，ピータスン，シュラム1980：20］

を報道機関の主目的とする理論。自由主義理

論の発展的改良版として4理論の著者らが独

自に設けた新しいカテゴリー［山越2017：60］

でもある。

4ソビエトの社会主義制度の成功と持続、お

よび、特に党の独裁制に寄与すること［シー

バート，ピータスン，シュラム1980：20］を報

道機関の主目的とする理論。

546年憲法：https：〃thuvienphapluat．vn／van－

ban／Bo－may－hanh－chinh／Hien－phap－1946－Viet－

Nam－Dan－Chu－Cong－Hoa－36134．aspx（2020年

10月1日閲覧）

6第12号命令：https：〃th晦luat．vn／vb／sac－

lenh－so－12－sl－ve－viec－an－dinh－che－do－kiem－

duyet－bao－chi－va－cac－an－10at－pham－do－chu－tich－

chinh－phu－viet－nam－dan－chu－cong－hoa－ban－hanh－

8d49．html（2019年10月24日閲覧）

7第78号命令：https：〃thukyluat．vn／vb／sac－

lenh－so－78－sl－ve－viec－an－dinh－giam－dia－to－25－

muc－dia－to－truoc－19－08・・1945－do－chu－tich－nuoc－

viet－nam－dan－chu－cong－hoa－ban－hanh－8e62．html

（2020年10月21日閲覧）

8内務大臣はヴォー・グエン・ザップであっ

たが、彼は臨時政府主席代理の職務が多忙

だったため、ホアン・ミン・ザムが内務省決

定の署名を行っていた。

9一例としては、軍隊の規則を定めた第71

号命令がある。同命令の署名は1946年5月

22日に行われたが、『官報』への掲載は1946

年第34号（8月24日）まで待たなければな

らなかった。またそれは、第1条から第19

条までを省いた掲載であった［Viξt　？Vam　Dan

4uδcC6ngbdos6341946／8／24］0

10この決定は、臨時政府が6日に発令した

物資徴収許可令に基づくものであった［P7et

Nαm　D6n　qu6c　C6ng　b60　s611945／9／291。

l1

以降、この命令を指すときは、「1945年の

第41号命令」とする。
12

正式名称の変更は行われたが、通し番号は

以前の名称から継続されたため、この『官報』

は『ベトナム民主共和国官報』1950年第8

号として発行された。

13

臨時政府設立時に設けられた省庁のひと

つ。同省は1946年1月1日、宣伝・大衆指

導省（BO　Tuyen　tryen　va　C6　dOng）と改称す

るが、5月13日署名の第145号内務大臣決
定（Nghi　dinh　s6　145　c6a　BO　tmdng　bO　NOi　vp）

により、内務省所属の宣伝情報総局（Nha

22
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T6ng　giam　d6c　Th6ng　tin　Tuyen　truyen）となっ

た。また11月27日署名の第224号命令（sac

lenh　s6　224）により、情報局（Nha　th6ng　tin）

と改称された。内務省情報局はその後、1951

年7月10日に署名された第38号命令（sac

lenh　s6　38）によって、首相府直属機関となっ

た。さらに1952年2月24日署名の第83号

命令（Sac　lenh　s6　83）と、同年4月20日

署名の第163号首相決定（Nghi　dinh　s6163－

TTg）によって、文化芸術部（VV　van　hoa

Nghe　thu参t）と統合され、政府直属の文芸宣

伝局（Nha　Tuyen　tuyさn　va　V5n　nghξ）に再編

された。

14

『官報』に掲載されていた内務省の新聞発

行許可決定は、1945年第12号（12月1日発行）

から、許可を与えられた人物・組織名、発行

場所、発行する新聞の情報（発行間隔、使用

言語、紙名）、新聞社の住所のみの掲載となっ

た。

15

1946年3月29日時点における地方検閲局

の所属は不明である。しかし、同年5月3日

にホー・チ・ミンが署名した内務省組織に関

する第58号命令（Stic　lenh　s658）と、5月

13日に内務大臣が署名した第145号内務大

臣決定により、地方検閲局は、内務省宣伝情

報総局（Nha　Th6ng　tin　tuyen　truyとn）が監督

する機関だと規定された［vaet　Nam　Ddin　qu6c

C6ng　bdo　s6171946／5／’ll∫s6　211946∠5／25］。　ま

たここでいう「地方」とは、ベトナムを行政

上、北・中・南に三分した各地方を指してい

たと考えられる。

16

第41号命令が定めたところによると、検

閲評議会は内務省に属する評議会である。構

成員は内務省職員、外務大臣が推薦した外務

省職員、国防省が推薦した国防省職員、国会

が推薦した代表、メディア（新聞）界が推薦

した代表の5名であった。

17
第12号命令：https：〃thukyluat．vn／vb！sac－

1enh－so－12－sl－ve－viec－an－dinh－che－do－kiem－

duyet－bao－chi－va－cac－an－loat－pham－do－chu－tich－

chinh－phu－viet－nam－dan－chu－cong－hoa－ban－hanh－

8d49．html（2019年10月24日閲覧）
18

第282号命令：https：〃thukyluat．vn／vb／sac－

Ienh－so－282－sl－ve－viec－quy－dinh－che－do－bao－chi－

do－chu－tich－nuoc－ban－hanh－8fab．htm1（2020年

9月8日閲覧）
19

英語表記“Voice　of～Vietnam”の略称。

20
第61号命令の署名日は『官報』では21日、

“ 70ndim　f）di　Tieng　N6i防ξ’ハ［a〃1　（7945－201　」リ”

では22日と記されている。本稿では『官報』

に掲載された日付をとる。

21

宣伝情報省は、1946年1月1日に宣伝・

大衆指導省に名称を変更した。脚注13を参

照。

22
宣伝情報総局は、宣伝情報省の流れをくむ

機関である。脚注13を参照。
es

名称や所属の変遷は、脚注13を参照。
24

第5連区放送、ドンタップムオイ放送局の

別名を持っていた同放送は、南部に設立され

る予定であった。しかし、誕生直後の南部革

命政権の基盤が脆弱であったため、中南部

のクアンガイ省に設立された［Dai　Ti6ng　N6i

Viξt　Nam　2015：39；329］。

as
現在のロンアン省の一部。

26
1946年11月27日署名の第224号命令に

より、宣伝情報総局から情報局に改称した。

脚注13を参照。
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